
Ⅶ 小売物価統計調査（動向編）の概要 
 

１ 調査の目的 

小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービスの料金及び

家賃を全国的規模で小売店舗、サービス事業所、関係機関及び世帯において毎月調査し、

消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的として、1950年６月から

実施している。 

 

２ 調査の体系及び調査地域 

調査は、価格調査、家賃調査、宿泊料調査の三つに区分される。また、調査は、調査

員、都道府県又は総務省が行い、品目により調査する担当者を定めている。 

(1) 価格調査 

全国の167市町村を調査市町村とし、各調査市町村に、商品の小売価格及びサービスの

料金を調査する「価格調査地区」を設定している。ただし、一部の品目については、調

査地区を設けず、全国、都道府県又は調査市町村の全域において調査している。 

調査対象の小売店舗、サービス事業所及び関係機関は、品目ごとに各価格調査地区内

又は調査地域内で販売数量等が多い順に選定している59。 

(2) 家賃調査 

民営借家については、価格調査と同じ調査市町村に、民営借家の家賃等を調査する「家

賃調査地区」を設定し、家賃調査地区内の居住者のいる全ての民営借家を調査対象とし

ている。なお、原則として、５年ごとに家賃調査地区の設定替えを行っている。 

公的住宅及び独立行政法人都市再生機構所管の住宅については、価格調査と同じ調査

市町村内の全域において調査している。 

(3) 宿泊料調査 

宿泊料については、全国の99市町村から旅館・ホテル等の民営宿泊施設を選定してい

る。 

 

３ 調査品目及び調査銘柄 

調査品目ごとに、品質、性能、特性（特徴）を規定した銘柄（以下「基本銘柄」とい

う。）を規定して調査する。基本銘柄については、出回り状況の変化等を考慮して随時改

正を行っている60。ただし、調査市町村において基本銘柄の出回りが少ないため調査が不

可能又は困難な場合には、その調査市町村の実情に即して出回りの多い銘柄（市町村銘

柄）を定め、これを調査する。 
 

                                                   
59 品目ごとに選んだ「販売数量等が多い」店舗は随時見直しを行う。したがって、例えばディスカウント店でも、その

店舗がその地域において販売数量等が多い店舗となれば、調査店舗として調査される。 
60 基本銘柄の改正内容については、随時、総務省統計局ホームページ上に掲載する。 
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４ 調査日 

調査員調査品目については、毎月12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれ

か１日を調査日とする。ただし、生鮮魚介、野菜、果物及び切り花のうち一部の品目は、

上旬、中旬、下旬の３旬別に、上旬は５日、中旬は12日、下旬は22日を含む各週の水曜

日、木曜日又は金曜日のいずれか１日を調査日とする。 

都道府県調査品目及び総務省調査品目については、毎月12日を含む週の金曜日（テー

マパーク入場料については日曜日）を調査日とする。 

宿泊料については、毎月５日を含む週の金曜日(ただし、休前日の場合は、翌週の月曜

日)及び土曜日を調査日とする。 

 

５ 調査方法 

価格調査及び宿泊料調査については、調査員等が調査店舗等を訪問するなどし、調査

品目の小売価格及びサービスの料金等を調査する。ただし、短期間（７日以内）の特売、

棚ざらえ、投げ売り等による割引価格、月賦販売の価格及び中古品の価格などは調査し

ない。 

家賃調査については、家賃の月額、住宅の延べ面積等を調査する。なお、民営家賃に

ついては、家賃調査地区を３群に分け、各群地区を３か月ごとに調査する。 

 
[備考１] 間接税の取扱いについて 

小売物価統計調査で調査される小売価格及びサービスの料金には、財及びサービスの購
入と一体となって徴収される消費税などの間接税を含む。店頭等に表示されている価格が
消費税抜価格のみである場合も、消費税込みの実際の販売価格を調査する。また、消費税
率改定時に、法令等により適用税率に経過措置がとられる財・サービスの価格については、
実際に販売される価格を踏まえ、経過措置を反映した税率に基づく価格を調査する。 
 
[備考２] 銘柄規定について 
調査銘柄については、規定された商品を一定して、かつ全国で調査できるように設定し

ている。調査銘柄の規定のしかたとしては、パンや肉、野菜など容量を指定して単位当た
りに換算するもの、家事用品などで複数の売れ筋の商標を指定するものなどがある。なお、
ビールや家電製品など、調査銘柄の規定に「商標指定」、「型式番号指定」「品番指定」など
とあるものは、調査銘柄に規定する機能、規格、容量、仕様等に合致する商品一覧を調査
員に示している。ただし、商品一覧に示されていない商品でも、調査銘柄の規定に合致し
ている新商品などは調査する場合もある。小売物価統計調査では、このようにそれぞれの
品目の性質に応じて、価格変動の代表性と品質一定の条件が両立するような規定を行って
いる。 
 
[備考３] 銘柄改正について 

企業戦略や世帯の消費行動は常に変化し、商品のリニューアル、市場での出回り状況、
し好の変化などにより売れ筋の商品は時とともに変化する。例えば品質が改良された後継
の商品が出て、追跡していた商品が製造中止になるなどした場合には、調査する対象を入
れ替える必要がある。 

このため、小売物価統計調査では、常時、出回りの状況をチェックし、年に複数回は全
品目のシェア等を確認し、また、メーカーなどにも直接聞き取りを行って、必要な調査銘
柄の変更（銘柄改正）を適時適切に行うことで、採用する銘柄の代表性を確保している。 
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６ 価格取集数 

調査品目・銘柄については、消費者の購買形態、店舗間の価格のばらつきなどを考慮

して、調査品目・銘柄ごとに下表の６つの品目区分を定めている。 

 

品目区分 内  容 

Ａ 主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 

Ｂ 主として消費者が各市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、店舗

間で価格差がみられる品目 

Ｃ 地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 

Ｄ 都道府県又は市町村内で価格･料金が均一又はこれに近い品目 

Ｅ 全国又は地方的に価格･料金が均一な品目 

Ｓ 調査地区を設けないで市町村内全域から調査する品目 

 

調査市町村の区分 
品目区分別価格取集数 

Ａ Ｂ Ｃ 

東京都区部 42 21 12 

大阪市 12 12 6 

横浜市、名古屋市、京都市、神戸市 12 6 2 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 

川崎市、広島市、福岡市、北九州市 

8 4 2 

新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、

熊本市 

6 3 2 

相模原市 4 3 2 

上記以外の県庁所在市 4 3 2 

人口 15万以上の市 4 3 1 

人口５万以上 15万未満の市 2 1 1 

人口５万未満の市及び町村 1 1 1 

Ｄ、Ｅ、Ｓの価格取集数については調査品目ごとに別に定める。 

なお、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｓは調査員、Ｄは都道府県、Ｅは総務省が調査する。 
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